
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文
目
次

一

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

二

排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
適
用
関
係
の
整
理
に
関
す
る
政
令
（
平
成
八
年
政
令
第
二
百
号
）
・
・
31

三

国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
33



- 1 -

○

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｐ
Ｏ
Ｌ
条
約
対
応
改
正
後
）

（
海
洋
施
設
）

（
海
洋
施
設
）

第
一
条
の
六

（
略
）

第
一
条
の
六

（
略
）

２

油
並
び
に
法
第
十
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
五
号
に
定
め
る
廃
棄
物
（
法
第

２

油
及
び
法
第
十
条
第
二
項
第
四
号
に
定
め
る
廃
棄
物
（
法
第
十
八
条
第
二
項

十
八
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
定
め
る
廃
棄
物
を
除
く
。
）
に
係
る
法

第
一
号
及
び
第
二
号
に
定
め
る
廃
棄
物
を
除
く
。
）
に
係
る
法
第
十
八
条
第
一

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
、
法
第
十
九
条
の
規
定
並
び
に
法
第
十
九
条
の
二
第

項
の
規
定
、
法
第
十
九
条
の
規
定
並
び
に
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

一
項
に
規
定
す
る
海
洋
施
設
発
生
廃
棄
物
（
第
十
一
条
の
三
第
一
号
に
掲
げ
る

る
海
洋
施
設
発
生
廃
棄
物
（
第
十
一
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
を
除
く

廃
棄
物
を
除
く
。
）
に
係
る
法
第
十
九
条
の
二
及
び
第
十
九
条
の
二
の
二
の
規

。
）
に
係
る
法
第
十
九
条
の
二
及
び
第
十
九
条
の
二
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
海
域
に
あ
る
鉱
山
保
安
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

い
て
は
、
海
域
に
あ
る
鉱
山
保
安
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）
第
二

七
十
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
鉱
山
に
属
す
る
工
作
物
（
廃
水
及
び
鉱

条
第
二
項
に
規
定
す
る
鉱
山
に
属
す
る
工
作
物
（
廃
水
及
び
鉱
さ
い
の
排
出
に

さ
い
の
排
出
に
関
し
て
は
、
同
項
だ
だ
し
書
の
附
属
施
設
を
含
む
。
）
は
、
海

関
し
て
は
、
同
項
だ
だ
し
書
の
附
属
施
設
を
含
む
。
）
は
、
海
洋
施
設
で
は
な

洋
施
設
で
は
な
い
も
の
と
す
る
。

い
も
の
と
す
る
。

（
船
舶
の
通
常
の
活
動
に
伴
い
生
ず
る
廃
棄
物
の
排
出
の
規
制
）

第
四
条
の
二

法
第
十
条
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
船
舶
の
通
常
の
活
動

に
伴
い
生
ず
る
廃
棄
物
は
、
次
に
掲
げ
る
廃
棄
物
と
す
る
。

一

熱
し
や
く
減
量
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
状
態
に
し
た
も
の
及
び
無
機
性

の
も
の
（
船
舶
の
通
常
の
活
動
に
伴
い
生
じ
た
油
、
有
害
液
体
物
質
等
又
は

廃
棄
物
（
以
下
「
油
等
」
と
い
う
。
）
以
外
の
油
等
を
焼
却
し
た
も
の
、
水

底
土
砂
及
び
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
を
除
く
。
）

二

植
物
性
の
も
の
（
木
く
ず
に
あ
つ
て
は
、
最
大
径
お
お
む
ね
十
五
セ
ン
チ
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メ
ー
ト
ル
以
下
に
破
砕
し
、
又
は
切
断
し
た
も
の
に
限
る
。
）
及
び
動
物
性

の
も
の

三

汚
水
（
そ
の
水
質
が
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の

を
除
く
。
）

２

法
第
十
条
第
二
項
第
三
号
の
排
出
海
域
及
び
排
出
方
法
に
関
し
政
令
で
定
め

る
基
準
は
、
別
表
第
三
上
欄
に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
中
欄
及
び
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
排
出
海
域
又
は
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
を
異
に
す
る

二
以
上
の
廃
棄
物
が
混
合
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
二
以
上
の
そ
れ

ぞ
れ
の
廃
棄
物
に
つ
き
、
こ
れ
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
が
適
用
さ
れ

る
も
の
と
す
る
。

４

別
表
第
三
上
欄
に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
排
出
方
法
に
関
す

る
基
準
に
従
つ
て
す
る
排
出
は
、
そ
の
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
が
同
表
第
一

号
下
欄
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
排
出
方
法
で
あ
る
と
き
は
第
一
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
が
同
表
第
二
号
下
欄
に
掲

げ
る
要
件
に
適
合
す
る
排
出
方
法
で
あ
る
と
き
は
第
二
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
廃
棄
物
が
で
き
る
限
り
速
や
か
に
海
底
に
沈
降
し
、
か
つ
、
堆
積

た
い

す
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二

当
該
廃
棄
物
を
少
量
ず
つ
排
出
し
、
か
つ
、
当
該
廃
棄
物
が
で
き
る
限
り

速
や
か
に
海
中
に
お
い
て
拡
散
す
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

５

別
表
第
三
上
欄
に
掲
げ
る
廃
棄
物
を
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
排
出
海
域
に
関
す

る
基
準
に
従
つ
て
排
出
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
水
産
動
植
物
の
生
育
に
支
障

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
所
を
避
け
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
埋
立
場
所
等
に
排
出
す
る
廃
棄
物
の
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
）

（
埋
立
場
所
等
に
排
出
す
る
廃
棄
物
の
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
）
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第
五
条

廃
棄
物
（
次
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
法
第
十
条
第
二
項

第
五
条

廃
棄
物
（
次
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
法
第
十
条
第
二
項

第
四
号
に
規
定
す
る
場
所
（
以
下
「
埋
立
場
所
等
」
と
い
う
。
）
に
排
出
す
る

第
三
号
に
規
定
す
る
場
所
（
以
下
「
埋
立
場
所
等
」
と
い
う
。
）
に
排
出
す
る

場
合
に
お
け
る
同
号
の
政
令
で
定
め
る
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
は
、
次
に
掲

場
合
に
お
け
る
同
号
の
政
令
で
定
め
る
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
は
、
次
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

水
底
土
砂
で
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四

一

水
底
土
砂
（
海
洋
又
は
海
洋
に
接
続
す
る
公
共
用
水
域
か
ら
除
去
さ
れ
た

十
六
年
政
令
第
三
百
号
。
以
下
「
廃
棄
物
処
理
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
三

土
砂
（
汚
泥
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
廃
棄
物
の
処
理
及
び

の
三
第
二
十
五
号
か
ら
第
三
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
物
質
を
含
む
も
の
（
環

清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
。
以
下
「
廃

境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の
に
限
る
。
以
下
「
特
定
水
底
土

棄
物
処
理
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
三
の
三
第
二
十
五
号
か
ら
第
三
十
一
号

砂
」
と
い
う
。
）
及
び
水
底
土
砂
で
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
水
域
か
ら
除
去

ま
で
に
掲
げ
る
物
質
を
含
む
も
の
（
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な

さ
れ
た
も
の
の
う
ち
熱
し
や
く
減
量
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
状
態
で
あ
る

い
も
の
に
限
る
。
以
下
「
特
定
水
底
土
砂
」
と
い
う
。
）
及
び
水
底
土
砂
で

も
の
（
以
下
「
指
定
水
底
土
砂
」
と
い
う
。
）
以
外
の
水
底
土
砂
、
金
属
く

環
境
大
臣
が
指
定
す
る
水
域
か
ら
除
去
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
熱
し
や
く
減
量

ず
（
自
動
車
（
原
動
機
付
自
転
車
を
含
む
。
）
若
し
く
は
電
気
機
械
器
具
又

二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
状
態
で
あ
る
も
の
（
以
下
「
指
定
水
底
土
砂
」
と

は
こ
れ
ら
の
も
の
の
一
部
（
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
破

い
う
。
）
以
外
の
水
底
土
砂
、
金
属
く
ず
（
自
動
車
（
原
動
機
付
自
転
車
を

砕
に
伴
つ
て
生
じ
た
も
の
、
廃
棄
物
処
理
令
第
六
条
第
一
項
第
三
号

イ
（

含
む
。
）
若
し
く
は
電
気
機
械
器
具
又
は
こ
れ
ら
の
も
の
の
一
部
（
環
境
大

１
）
に
規
定
す
る
廃
プ
リ
ン
ト
配
線
板
、
鉛
蓄
電
池
の
電
極
で
あ
つ
て
不
要

臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
破
砕
に
伴
つ
て
生
じ
た
も
の
、
廃
棄
物

物
で
あ
る
も
の
、
鉛
製
の
管
又
は
板
で
あ
つ
て
不
要
物
で
あ
る
も
の
及
び
同

処
理
令
第
六
条
第
一
項
第
三
号

イ
（
１
）
に
規
定
す
る
廃
プ
リ
ン
ト
配
線

号

イ
（
１
）
に
規
定
す
る
廃
容
器
包
装
を
除
く
。
）
そ
の
他
環
境
大
臣
が

板
、
鉛
蓄
電
池
の
電
極
で
あ
つ
て
不
要
物
で
あ
る
も
の
、
鉛
製
の
管
又
は
板

指
定
す
る
廃
棄
物
を
こ
れ
ら
の
廃
棄
物
以
外
の
廃
棄
物
が
排
出
さ
れ
て
い
な

で
あ
つ
て
不
要
物
で
あ
る
も
の
及
び
同
号
イ
（
１
）
に
規
定
す
る
廃
容
器
包

い
埋
立
場
所
等
に
排
出
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
埋
立
場
所
等
に
廃
棄

装
を
除
く
。
）
そ
の
他
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
廃
棄
物
を
こ
れ
ら
の
廃
棄
物

物
が
海
洋
に
流
出
し
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除

以
外
の
廃
棄
物
が
排
出
さ
れ
て
い
な
い
埋
立
場
所
等
に
排
出
す
る
場
合
に
お

き
、
当
該
埋
立
場
所
等
か
ら
廃
棄
物
が
海
洋
に
流
出
し
な
い
よ
う
必
要
な
措

い
て
は
、
当
該
埋
立
場
所
等
に
廃
棄
物
が
海
洋
に
流
出
し
な
い
よ
う
必
要
な

置
を
講
じ
た
上
で
排
出
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
海
洋
に
流
出
し

措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
当
該
埋
立
場
所
等
か
ら
廃
棄
物
が

て
は
な
ら
な
い
廃
棄
物
に
は
、
当
該
埋
立
場
所
等
に
あ
る
他
の
廃
棄
物
を
含

海
洋
に
流
出
し
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
上
で
排
出
す
る
こ
と
。
こ

み
、
特
定
水
底
土
砂
及
び
指
定
水
底
土
砂
以
外
の
水
底
土
砂
を
含
ま
な
い
も

の
場
合
に
お
い
て
、
海
洋
に
流
出
し
て
は
な
ら
な
い
廃
棄
物
に
は
、
当
該
埋

の
と
す
る
。

立
場
所
等
に
あ
る
他
の
廃
棄
物
を
含
み
、
特
定
水
底
土
砂
及
び
指
定
水
底
土

砂
以
外
の
水
底
土
砂
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。



- 4 -

二
～
十
六

（
略
）

二
～
十
六

（
略
）

２

次
に
掲
げ
る
廃
棄
物
を
埋
立
場
所
等
に
排
出
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
十
条

２

次
に
掲
げ
る
廃
棄
物
を
埋
立
場
所
等
に
排
出
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
十
条

第
二
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
は
、
当
該
埋
立
場

第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
は
、
当
該
埋
立
場

所
等
に
廃
棄
物
及
び
海
水
が
海
岸
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
廃
棄

所
等
に
廃
棄
物
及
び
海
水
が
海
岸
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
廃
棄

物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
埋
立
場
所
等
以
外
の
場
所
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
埋
立
場
所
等
以
外
の
場
所
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
流
出
し
、
又
は
浸
出
し
な
い
よ
う
護
岸
、
外
周
仕
切
施
設
そ
の
他
の

じ
。
）
に
流
出
し
、
又
は
浸
出
し
な
い
よ
う
護
岸
、
外
周
仕
切
施
設
そ
の
他
の

施
設
が
設
け
ら
れ
、
当
該
埋
立
場
所
等
が
当
該
埋
立
場
所
等
以
外
の
海
域
（
第

施
設
が
設
け
ら
れ
、
当
該
埋
立
場
所
等
が
当
該
埋
立
場
所
等
以
外
の
海
域
（
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
廃
棄
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
埋
立
場
所
等
以

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
廃
棄
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
埋
立
場
所
等
以

外
の
場
所
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
や
断
さ
れ
て
い
る
場
合
を

外
の
場
所
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
や
断
さ
れ
て
い
る
場
合
を

除
き
、
当
該
埋
立
場
所
等
か
ら
廃
棄
物
及
び
海
水
が
海
洋
に
流
出
し
、
又
は
浸

除
き
、
当
該
埋
立
場
所
等
か
ら
廃
棄
物
及
び
海
水
が
海
洋
に
流
出
し
、
又
は
浸

出
し
な
い
よ
う
護
岸
、
外
周
仕
切
施
設
そ
の
他
の
施
設
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り

出
し
な
い
よ
う
護
岸
、
外
周
仕
切
施
設
そ
の
他
の
施
設
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り

当
該
埋
立
場
所
等
を
当
該
埋
立
場
所
等
以
外
の
海
域
と
し
や
断
し
た
上
で
排
出

当
該
埋
立
場
所
等
を
当
該
埋
立
場
所
等
以
外
の
海
域
と
し
や
断
し
た
上
で
排
出

す
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
埋
立
場
所
等
か
ら
海
洋
に
流

す
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
埋
立
場
所
等
か
ら
海
洋
に
流

出
し
、
又
は
浸
出
し
て
は
な
ら
な
い
廃
棄
物
に
は
、
当
該
埋
立
場
所
等
に
あ
る

出
し
、
又
は
浸
出
し
て
は
な
ら
な
い
廃
棄
物
に
は
、
当
該
埋
立
場
所
等
に
あ
る

他
の
廃
棄
物
を
含
み
、
海
水
に
は
、
当
該
埋
立
場
所
等
に
設
け
ら
れ
て
い
る
余

他
の
廃
棄
物
を
含
み
、
海
水
に
は
、
当
該
埋
立
場
所
等
に
設
け
ら
れ
て
い
る
余

水
吐
き
か
ら
流
出
す
る
海
水
で
そ
の
水
質
が
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合

水
吐
き
か
ら
流
出
す
る
海
水
で
そ
の
水
質
が
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合

し
て
い
る
も
の
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

し
て
い
る
も
の
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

３

前
項
各
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
埋
立

３

前
項
各
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
埋
立

場
所
等
に
排
出
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
十
条
第
二
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め

場
所
等
に
排
出
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
十
条
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め

る
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
同

る
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
埋
立
場
所
等
に
余
水
吐
き

表
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
埋
立
場
所
等
に
余
水
吐
き

が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
同
表
第
一
号
及
び
第
三
号
の
上
欄
に
掲
げ

が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
同
表
第
一
号
及
び
第
三
号
の
上
欄
に
掲
げ

る
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
第
一
号
下
欄
イ
及
び
同
表
第
三
号
下
欄

る
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
第
一
号
下
欄
イ
及
び
同
表
第
三
号
下
欄

イ
に
掲
げ
る
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。

イ
に
掲
げ
る
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）



- 5 -

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
海
域
に
お
い
て
排
出
す
る
こ
と
の
で
き
る
水
底
土
砂
の
基
準
）

（
海
洋
に
お
い
て
処
分
す
る
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
廃
棄
物
）

第
六
条

法
第
十
条
第
二
項
第
五
号
ロ
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
水
底
土
砂
が

第
六
条

法
第
十
条
第
二
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
海
洋
に
お
い
て
処
分
す
る

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

こ
と
が
や
む
を
得
な
い
廃
棄
物
は
、
次
に
掲
げ
る
廃
棄
物
と
す
る
。

一

特
定
水
底
土
砂

一

輸
送
活
動
、
漁
ろ
う
活
動
そ
の
他
の
船
舶
の
通
常
の
活
動
に
伴
い
生
ず
る

二

指
定
水
底
土
砂

廃
棄
物
の
う
ち
熱
し
や
く
減
量
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
状
態
に
し
た
も
の

三

前
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
水
底
土
砂

及
び
無
機
性
の
も
の
（
船
舶
の
通
常
の
活
動
に
伴
い
生
じ
た
油
、
有
害
液
体

四

前
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
水
底
土
砂

物
質
等
又
は
廃
棄
物
（
以
下
「
油
等
」
と
い
う
。
）
以
外
の
油
等
を
焼
却
し

た
も
の
、
水
底
土
砂
及
び
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
を
除
く
。
）

二

輸
送
活
動
、
漁
ろ
う
活
動
そ
の
他
の
船
舶
の
通
常
の
活
動
に
伴
い
生
ず
る

廃
棄
物
の
う
ち
植
物
性
の
も
の
（
木
く
ず
に
あ
つ
て
は
、
最
大
径
お
お
む
ね

十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
に
破
砕
し
、
又
は
切
断
し
た
も
の
に
限
る
。
）

及
び
動
物
性
の
も
の

三

輸
送
活
動
、
漁
ろ
う
活
動
そ
の
他
の
船
舶
の
通
常
の
活
動
に
伴
い
生
ず
る

汚
水
（
そ
の
水
質
が
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の
を

除
く
。
）

四

し
ゆ
ん
せ
つ
活
動
そ
の
他
の
船
舶
の
通
常
の
活
動
に
伴
い
生
ず
る
水
底
土

砂
の
う
ち
、
前
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
水
底
土
砂
以
外
の
も
の
（
特
定

水
底
土
砂
及
び
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
国
土
交
通
大
臣

が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
固
型
化
し
た
も
の
に
限
る
。
）

（
海
洋
を
投
入
処
分
の
場
所
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
廃
棄
物
等
の
排
出
海
域
等

に
関
す
る
基
準
）

第
七
条

削
除

第
七
条

法
第
十
条
第
二
項
第
四
号
の
排
出
海
域
及
び
排
出
方
法
に
関
し
政
令
で

定
め
る
基
準
は
、
別
表
第
三
上
欄
に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
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れ
同
表
中
欄
及
び
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
排
出
海
域
又
は
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
を
異
に
す
る

二
以
上
の
廃
棄
物
が
混
合
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
二
以
上
の
そ
れ

ぞ
れ
の
廃
棄
物
に
つ
き
、
こ
れ
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
が
適
用
さ
れ

る
も
の
と
す
る
。

３

別
表
第
三
上
欄
に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
排
出
方
法
に
関
す

る
基
準
に
従
つ
て
す
る
排
出
は
、
そ
の
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
が
同
表
第
二

号
下
欄
に
規
定
す
る
集
中
式
排
出
方
法
、
同
号
下
欄
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
要
件

に
適
合
す
る
排
出
方
法
、
同
号
下
欄
イ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
排

出
方
法
又
は
同
号
下
欄
ハ
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
排
出
方
法
で
あ
る
と
き

は
第
一
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
が
同
表

第
三
号
下
欄
に
規
定
す
る
拡
散
式
排
出
方
法
又
は
同
号
下
欄
ロ
に
掲
げ
る
要
件

に
適
合
す
る
排
出
方
法
で
あ
る
と
き
は
第
二
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
廃
棄
物
が
で
き
る
限
り
速
や
か
に
海
底
に
沈
降
し
、
か
つ
、
堆
積

た
い

す
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二

当
該
廃
棄
物
を
少
量
ず
つ
排
出
し
、
か
つ
、
当
該
廃
棄
物
が
で
き
る
限
り

速
や
か
に
海
中
に
お
い
て
拡
散
す
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

４

別
表
第
三
上
欄
に
掲
げ
る
廃
棄
物
を
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
排
出
海
域
に
関
す

る
基
準
に
従
つ
て
排
出
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
水
産
動
植
物
の
生
育
に
支
障

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
所
を
避
け
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
本
邦
周
辺
海
域
）

（
本
邦
周
辺
海
域
）

第
八
条

法
第
十
条
第
二
項
第
七
号
の
政
令
で
定
め
る
本
邦
の
周
辺
の
海
域
は
、

第
八
条

法
第
十
条
第
二
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
本
邦
の
周
辺
の
海
域
は
、

本
邦
の
領
海
の
基
線
か
ら
二
百
海
里
の
線
（
そ
の
線
が
中
間
線
（
領
海
及
び
接

本
邦
の
領
海
の
基
線
か
ら
二
百
海
里
の
線
（
そ
の
線
が
中
間
線
（
領
海
及
び
接

続
水
域
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
一
条
第
二
項
に

続
水
域
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
一
条
第
二
項
に
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規
定
す
る
中
間
線
を
い
う
。
）
を
超
え
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
超
え
て
い
る
部

規
定
す
る
中
間
線
を
い
う
。
）
を
超
え
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
超
え
て
い
る
部

分
に
つ
い
て
は
、
中
間
線
と
す
る
。
）
の
内
側
の
海
域
と
す
る
。

分
に
つ
い
て
は
、
中
間
線
と
す
る
。
）
の
内
側
の
海
域
と
す
る
。

（
船
舶
か
ら
の
排
出
に
つ
き
確
認
を
要
す
る
廃
棄
物
）

第
九
条

削
除

第
九
条

法
第
十
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
廃
棄
物
は
、
次
に
掲
げ
る
廃
棄
物

と
す
る
。

一

廃
棄
物
処
理
令
第
三
条
第
四
号
イ
（
３
）
に
掲
げ
る
廃
棄
物

二

第
六
条
第
四
号
に
掲
げ
る
水
底
土
砂
の
う
ち
特
定
水
底
土
砂
及
び
第
五
条

第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の

三

最
大
径
十
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
廃
棄
物

（
海
洋
施
設
か
ら
排
出
す
る
油
の
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
）

（
海
洋
施
設
か
ら
排
出
す
る
油
又
は
廃
棄
物
の
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
）

第
十
条

油
を
海
洋
施
設
か
ら
排
出
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
十
八
条
第
二
項
第

第
十
条

油
又
は
法
第
十
条
第
二
項
第
四
号
に
定
め
る
廃
棄
物
（
第
九
条
に
規
定

三
号
の
政
令
で
定
め
る
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
は
、
油
分
濃
度
が
一
万
立
方

す
る
廃
棄
物
を
除
く
。
）
を
海
洋
施
設
か
ら
排
出
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
十

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
〇
・
一
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
よ
う
に

八
条
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
は
、
次
の
と

し
て
排
出
す
る
こ
と
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一

油
に
あ
つ
て
は
、
油
分
濃
度
が
一
万
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
〇

・
一
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
よ
う
に
し
て
排
出
す
る
こ
と
。

二

廃
棄
物
（
水
底
土
砂
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
船
舶
に
移
載
し
た
上

で
当
該
船
舶
か
ら
第
五
条
又
は
第
七
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
排
出
す

る
こ
と
。

三

水
底
土
砂
に
あ
つ
て
は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
海
洋
を
汚
染
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
排
出
方
法
以
外
の
排
出
方
法
に
よ
り
排
出
す
る
こ
と
。

（
海
洋
施
設
か
ら
の
廃
棄
物
海
洋
投
入
処
分
の
許
可
等
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
一
条
の
二

法
第
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は
、
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次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

法
の
規
定
中
読
み
替
え

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

る
規
定

第
十
条
の
六
第
二
項

前
項

第
十
八
条
の
二
第
一
項

第
十
条
の
六
第
四
項
か

第
一
項

第
十
八
条
の
二
第
一
項

ら
第
七
項
ま
で

第
十
条
の
七

前
条
第
一
項

第
十
八
条
の
二
第
一
項

第
十
条
の
十
一

第
十
八
条
の
二
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
第

十
条
の
十
一

第
十
条
の
八

第
十
条
の
六
第
一
項

第
十
八
条
の
二
第
一
項

第
十
条
の
九
第
一
項

第
十
条
の
六
第
一
項

第
十
八
条
の
二
第
一
項

同
条
第
二
項
第
四
号

同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
十
条
の
六

第
二
項
第
四
号

次
条
第
一
項

第
十
八
条
の
二
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
次
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条
第
一
項

第
十
条
の
九
第
二
項

第
十
条
の
六
第
一
項

第
十
八
条
の
二
第
一
項

第
十
条
の
十
第
一
項

第
十
条
の
六
第
一
項

第
十
八
条
の
二
第
一
項

同
条
第
二
項
第
二
号
か

同
条
第
三
項
に
お
い
て

ら
第
四
号
ま
で

準
用
す
る
第
十
条
の
六

第
二
項
第
二
号
か
ら
第

四
号
ま
で

第
十
条
の
十
第
三
項

第
十
条
の
六
第
三
項
か

第
十
八
条
の
二
第
三
項

ら
第
七
項
ま
で
、
第
十

に
お
い
て
準
用
す
る
第

条
の
七
及
び
第
十
条
の

十
条
の
六
第
三
項
か
ら

八

第
七
項
ま
で
、
第
十
条

の
七
及
び
第
十
条
の
八

第
十
条
の
十
第
四
項

第
十
条
の
六
第
一
項

第
十
八
条
の
二
第
一
項

同
条
第
二
項
第
一
号

同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
十
条
の
六

第
二
項
第
一
号

第
十
条
の
十
一

第
十
条
の
六
第
一
項

第
十
八
条
の
二
第
一
項

同
条
第
二
項
第
三
号

同
条
第
三
項
に
お
い
て
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準
用
す
る
第
十
条
の
六

第
二
項
第
三
号

前
条
第
一
項

第
十
八
条
の
二
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
前

条
第
一
項

第
十
条
の
七
第
一
号
又

同
条
第
三
項
に
お
い
て

は
第
三
号

準
用
す
る
第
十
条
の
七

第
一
号
又
は
第
三
号

第
十
条
の
十
二
第
二
項

前
項

第
十
八
条
の
二
第
二
項

そ
れ
ぞ
れ
第
十
条
の
六

同
条
第
一
項

第
一
項

同
条
第
二
項
第
三
号
の

同
条
第
三
項
に
お
い
て

実
施
計
画
又
は
第
十
条

準
用
す
る
第
十
条
の
六

第
二
項
第
六
号
の
環
境

第
二
項
第
三
号
の
実
施

大
臣
が
定
め
る
基
準

計
画
（
こ
の
計
画
に
つ

い
て
第
十
八
条
の
二
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
十
条
の
十
第
一
項

の
許
可
を
受
け
た
と
き

は
、
変
更
後
の
も
の
）
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第
十
条
の
十
二
第
三
項

船
舶
内

海
洋
施
設
内

第
十
条
の
十
二
第
四
項

前
三
項

第
十
八
条
の
二
第
二
項

及
び
前
二
項

（
海
洋
施
設
発
生
廃
棄
物
）

（
海
洋
施
設
発
生
廃
棄
物
）

第
十
一
条
の
三

（
略
）

第
十
一
条
の
二

（
略
）

（
窒
素
酸
化
物
の
放
出
量
に
係
る
放
出
基
準
）

（
窒
素
酸
化
物
の
放
出
量
に
係
る
放
出
基
準
）

第
十
一
条
の
四

（
略
）

第
十
一
条
の
三

（
略
）

（
船
級
協
会
等
の
登
録
の
有
効
期
間
）

（
船
級
協
会
等
の
登
録
の
有
効
期
間
）

第
十
一
条
の
五

（
略
）

第
十
一
条
の
四

（
略
）

（
外
国
船
級
協
会
等
の
事
務
所
等
に
お
け
る
検
査
に
要
す
る
費
用
）

（
外
国
船
級
協
会
等
の
事
務
所
等
に
お
け
る
検
査
に
要
す
る
費
用
）

第
十
一
条
の
六

（
略
）

第
十
一
条
の
五

（
略
）

（
燃
料
油
の
品
質
の
基
準
等
）

（
燃
料
油
の
品
質
の
基
準
等
）

第
十
一
条
の
七

（
略
）

第
十
一
条
の
六

（
略
）

第
十
一
条
の
八

（
略
）

第
十
一
条
の
七

（
略
）

（
船
舶
に
お
い
て
焼
却
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
油
等
）

（
船
舶
又
は
海
洋
施
設
に
お
い
て
焼
却
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
油
等
）

第
十
二
条

法
第
十
九
条
の
二
十
六
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
油
等
は
、
船
舶
内

第
十
二
条

法
第
十
九
条
の
二
十
六
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
油
等
は
、
次
に
掲

に
あ
る
船
員
そ
の
他
の
者
の
日
常
生
活
に
伴
い
生
じ
、
又
は
輸
送
活
動
、
漁
ろ

げ
る
も
の
と
す
る
。
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う
活
動
そ
の
他
の
当
該
船
舶
の
通
常
の
活
動
に
伴
い
生
ず
る
不
要
な
油
等
で
あ

一

船
舶
内
に
あ
る
船
員
そ
の
他
の
者
の
日
常
生
活
に
伴
い
生
じ
、
又
は
輸
送

つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ

活
動
、
漁
ろ
う
活
動
そ
の
他
の
当
該
船
舶
の
通
常
の
活
動
に
伴
い
生
ず
る
不

て
は
、
法
第
十
九
条
の
二
十
六
第
二
項
本
文
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
技
術

要
な
油
等
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
。
た
だ
し
、
ホ
に
掲
げ
る
も
の
に

上
の
基
準
に
適
合
す
る
船
舶
発
生
油
等
焼
却
設
備
を
用
い
て
焼
却
す
る
場
合
を

あ
つ
て
は
、
法
第
十
九
条
の
二
十
六
第
二
項
本
文
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め

除
く
。

る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
船
舶
発
生
油
等
焼
却
設
備
を
用
い
て
焼
却
す

一

ば
ら
積
み
の
液
体
貨
物
と
し
て
輸
送
さ
れ
る
油
、
有
害
液
体
物
質
等
若
し

る
場
合
を
除
く
。

く
は
ば
ら
積
み
以
外
の
方
法
で
貨
物
と
し
て
輸
送
さ
れ
る
法
第
三
十
八
条
第

イ

ば
ら
積
み
の
液
体
貨
物
と
し
て
輸
送
さ
れ
る
油
、
有
害
液
体
物
質
等
若

一
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
物
質
の
残
留
物
又
は
当
該
残
留
物

し
く
は
ば
ら
積
み
以
外
の
方
法
で
貨
物
と
し
て
輸
送
さ
れ
る
法
第
三
十
八

が
染
み
込
み
、
若
し
く
は
付
着
し
た
も
の

条
第
一
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
物
質
の
残
留
物
又
は
当
該

二

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含
む
油
又
は
ポ
リ
塩

残
留
物
が
染
み
込
み
、
若
し
く
は
付
着
し
た
も
の

化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
が
塗
布
さ
れ
、
染
み
込
み
、
付
着
し
、
若
し
く
は
封
入
さ
れ

ロ

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含
む
油
又
は
ポ
リ

た
も
の

塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
が
塗
布
さ
れ
、
染
み
込
み
、
付
着
し
、
若
し
く
は
封
入

三

鉛
若
し
く
は
カ
ド
ミ
ウ
ム
又
は
こ
れ
ら
の
化
合
物
（
電
池
そ
の
他
の
製
品

さ
れ
た
も
の

で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
物
質
を
含
む
も
の
を
含
む
。
）

ハ

鉛
若
し
く
は
カ
ド
ミ
ウ
ム
又
は
こ
れ
ら
の
化
合
物
（
電
池
そ
の
他
の
製

四

ハ
ロ
ゲ
ン
化
合
物
を
含
む
精
製
さ
れ
た
油
又
は
当
該
油
が
染
み
込
み
、
若

品
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
物
質
を
含
む
も
の
を
含
む
。
）

し
く
は
付
着
し
た
も
の

ニ

ハ
ロ
ゲ
ン
化
合
物
を
含
む
精
製
さ
れ
た
油
又
は
当
該
油
が
染
み
込
み
、

五

ポ
リ
塩
化
ビ
ニ
ル
（
漁
網
そ
の
他
の
製
品
で
あ
つ
て
、
ポ
リ
塩
化
ビ
ニ
ル

若
し
く
は
付
着
し
た
も
の

を
含
む
も
の
を
含
む
。
）

ホ

ポ
リ
塩
化
ビ
ニ
ル
（
漁
網
そ
の
他
の
製
品
で
あ
つ
て
、
ポ
リ
塩
化
ビ
ニ

ル
を
含
む
も
の
を
含
む
。
）

二

船
舶
内
に
あ
る
船
員
そ
の
他
の
者
の
日
常
生
活
に
伴
い
生
じ
、
又
は
輸
送

活
動
、
漁
ろ
う
活
動
そ
の
他
の
当
該
船
舶
の
通
常
の
活
動
に
伴
い
生
ず
る
不

要
な
油
等
を
除
く
油
等
で
あ
つ
て
、
廃
棄
物
処
理
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定

す
る
廃
棄
物
（
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

（
船
舶
又
は
海
洋
施
設
に
お
い
て
焼
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
油
等
の
焼
却
海
域

等
に
関
す
る
基
準
）
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第
十
三
条
及
び
第
十
四
条

削
除

第
十
三
条

法
第
十
九
条
の
二
十
六
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
焼
却
海
域
及
び
焼

却
方
法
に
関
す
る
基
準
は
、
別
表
第
四
上
欄
に
掲
げ
る
油
等
の
区
分
ご
と
に
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
及
び
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
焼
却
海
域
又
は
焼
却
方
法
に
関
す
る
基
準
を
異
に
す
る

二
以
上
の
油
等
が
混
合
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
二
以
上
の
そ
れ
ぞ

れ
の
油
等
に
つ
き
、
こ
れ
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
が
適
用
さ
れ
る
も

の
と
す
る
。

３

別
表
第
四
上
欄
に
掲
げ
る
油
等
を
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
焼
却
海
域
に
関
す
る

基
準
に
従
つ
て
焼
却
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
次
に
掲
げ
る
場
所
を
避
け
る
よ

う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

沿
岸
の
陸
域
に
お
け
る
生
活
環
境
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
所

二

水
産
動
植
物
の
生
育
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
所

三

輸
送
活
動
、
漁
ろ
う
活
動
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
そ
の
他
の
海
洋
に

お
け
る
活
動
に
係
る
環
境
の
保
全
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
所

（
船
舶
又
は
海
洋
施
設
に
お
け
る
焼
却
に
つ
き
確
認
を
要
す
る
油
等
）

第
十
四
条

法
第
十
九
条
の
二
十
六
第
六
項
の
政
令
で
定
め
る
油
等
は
、
別
表
第

四
上
欄
に
掲
げ
る
油
等
（
同
表
第
六
号
上
欄
に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
う
ち
同
号
中

欄
の
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
海
域
に
お
い
て
焼
却
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す

る
。

（
海
洋
施
設
内
に
お
い
て
生
ず
る
不
要
な
油
等
）

（
海
洋
施
設
内
に
お
い
て
生
ず
る
不
要
な
油
等
）

第
十
五
条

法
第
十
九
条
の
二
十
六
第
五
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
当
該
海
洋

第
十
五
条

法
第
十
九
条
の
二
十
六
第
十
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
当
該
海
洋

施
設
内
に
お
い
て
生
ず
る
不
要
な
油
等
は
、
海
底
及
び
そ
の
下
に
お
け
る
鉱
物

施
設
内
に
お
い
て
生
ず
る
不
要
な
油
等
は
、
海
底
及
び
そ
の
下
に
お
け
る
鉱
物

資
源
の
掘
削
そ
の
他
の
当
該
海
洋
施
設
の
通
常
の
活
動
に
伴
い
生
ず
る
不
要
な

資
源
の
掘
削
そ
の
他
の
当
該
海
洋
施
設
の
通
常
の
活
動
に
伴
い
生
ず
る
不
要
な

油
等
と
す
る
。

油
等
と
す
る
。
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（
海
洋
施
設
廃
棄
の
許
可
等
に
関
す
る
読
替
え
）

（
船
舶
等
の
廃
棄
の
規
制
）

第
十
六
条

法
第
四
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の

第
十
六
条

法
第
四
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
廃
棄
海
域
に
関

と
お
り
と
す
る
。

す
る
基
準
は
、
当
該
海
域
が
、
水
深
千
五
百
メ
ー
ト
ル
以
上
の
海
域
で
あ
る
こ

と
又
は
水
深
千
五
百
メ
ー
ト
ル
未
満
の
海
域
の
う
ち
海
洋
を
汚
染
す
る
お
そ
れ

法
の
規
定
中
読
み
替
え

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

が
な
い
と
認
め
て
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
海
域
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

る
規
定

２

法
第
四
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
廃
棄
方
法
に
関
す
る
基

準
は
、
当
該
船
舶
、
海
洋
施
設
又
は
航
空
機
（
以
下
「
船
舶
等
」
と
い
う
。
）

第
十
条
の
六
第
三
項

前
項

第
四
十
三
条
の
二
第
二

か
ら
残
油
そ
の
他
の
当
該
船
舶
等
の
内
部
に
あ
る
物
が
流
出
せ
ず
、
か
つ
、
当

項

該
船
舶
等
の
全
部
又
は
一
部
が
浮
上
し
、
又
は
移
動
し
な
い
よ
う
な
方
法
で
海

底
に
沈
め
る
こ
と
と
す
る
。

廃
棄
物

海
洋
施
設

第
十
条
の
六
第
四
項

第
一
項

第
四
十
三
条
の
二
第
一

項

第
二
項

同
条
第
二
項

第
十
条
の
六
第
五
項

第
一
項

第
四
十
三
条
の
二
第
一

項

廃
棄
物
の
排
出

海
洋
施
設
の
廃
棄

第
十
条
の
六
第
六
項
及

第
一
項

第
四
十
三
条
の
二
第
一

び
第
七
項

項
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第
十
条
の
七

前
条
第
一
項

第
四
十
三
条
の
二
第
一

項

第
十
条
の
十
一

第
四
十
三
条
の
四
に
お

い
て
準
用
す
る
第
十
条

の
十
一

第
十
条
の
八
第
二
項

第
十
条
の
六
第
一
項

第
四
十
三
条
の
二
第
一

項

第
十
条
の
九
第
一
項

第
十
条
の
六
第
一
項

第
四
十
三
条
の
二
第
一

項

次
条
第
一
項

第
四
十
三
条
の
四
に
お

い
て
準
用
す
る
次
条
第

一
項

廃
棄
物

海
洋
施
設

第
十
条
の
九
第
二
項

第
十
条
の
六
第
一
項

第
四
十
三
条
の
二
第
一

項

第
十
条
の
十
第
一
項

第
十
条
の
六
第
一
項

第
四
十
三
条
の
二
第
一

項

第
十
条
の
十
第
三
項

第
十
条
の
六
第
三
項
か

第
四
十
三
条
の
三
並
び
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ら
第
七
項
ま
で
、
第
十

に
第
四
十
三
条
の
四
に

条
の
七
及
び
第
十
条
の

お
い
て
準
用
す
る
第
十

八

条
の
六
第
三
項
か
ら
第

七
項
ま
で
、
第
十
条
の

七
及
び
第
十
条
の
八
第

二
項

第
十
条
の
十
第
四
項

第
十
条
の
六
第
一
項

第
四
十
三
条
の
二
第
一

項

第
十
条
の
十
一

第
十
条
の
六
第
一
項

第
四
十
三
条
の
二
第
一

項

廃
棄
物

海
洋
施
設

前
条
第
一
項

第
四
十
三
条
の
四
に
お

い
て
準
用
す
る
前
条
第

一
項

第
十
条
の
七
第
一
号
又

第
四
十
三
条
の
四
に
お

は
第
三
号

い
て
準
用
す
る
第
十
条

の
七
第
一
号
又
は
第
三

号

（
廃
棄
に
つ
き
確
認
を
要
す
る
船
舶
等
の
大
き
さ
）



- 17 -

第
十
七
条

削
除

第
十
七
条

法
第
四
十
三
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
大
き
さ
は
、
最
大
径
十
二

メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

（
排
他
的
経
済
水
域
等
に
お
け
る
適
用
関
係
）

（
排
他
的
経
済
水
域
等
に
お
け
る
適
用
関
係
）

第
十
七
条
の
二

法
第
五
十
一
条
の
五
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

第
十
七
条
の
二

法
第
五
十
一
条
の
五
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

さ
れ
る
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七

さ
れ
る
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七

十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
排
他
的
経
済
水
域
又
は
大
陸
棚

十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
排
他
的
経
済
水
域
又
は
大
陸
棚

に
お
け
る
第
二
議
定
書
締
約
国
（
法
第
十
九
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
第

に
お
け
る
第
二
議
定
書
締
約
国
（
法
第
十
九
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
第

二
議
定
書
締
約
国
を
い
う
。
）
の
船
舶
か
ら
放
出
さ
れ
る
排
出
ガ
ス
に
よ
る
大

二
議
定
書
締
約
国
を
い
う
。
）
の
船
舶
か
ら
放
出
さ
れ
る
排
出
ガ
ス
に
よ
る
大

気
の
汚
染
及
び
オ
ゾ
ン
層
の
破
壊
に
係
る
環
境
の
保
全
並
び
に
排
他
的
経
済
水

気
の
汚
染
及
び
オ
ゾ
ン
層
の
破
壊
に
係
る
環
境
の
保
全
並
び
に
排
他
的
経
済
水

域
及
び
大
陸
棚
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
法
の

域
及
び
大
陸
棚
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
法
の

規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
船
舶
に
対
す
る
こ
の
政
令
の
規
定
の

規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
船
舶
に
対
す
る
こ
の
政
令
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
一
条
の
七
第
二
項
第
二
号
及
び
第
十
一
条
の
八
第
二

適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
一
条
の
六
第
二
項
第
二
号
及
び
第
十
一
条
の
七
第
二

項
中
「
無
機
酸
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
議
定
書
締
約
国
（
法
第
十
九
条
の
十
七

項
中
「
無
機
酸
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
議
定
書
締
約
国
（
法
第
十
九
条
の
十
七

第
一
項
に
規
定
す
る
第
二
議
定
書
締
約
国
を
い
う
。
）
の
船
舶
（
排
他
的
経
済

第
一
項
に
規
定
す
る
第
二
議
定
書
締
約
国
を
い
う
。
）
の
船
舶
（
排
他
的
経
済

水
域
に
お
け
る
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
適
用

水
域
に
お
け
る
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
適
用

関
係
の
整
理
に
関
す
る
政
令
（
平
成
八
年
政
令
第
二
百
号
）
第
一
条
に
規
定
す

関
係
の
整
理
に
関
す
る
政
令
（
平
成
八
年
政
令
第
二
百
号
）
第
一
条
に
規
定
す

る
特
定
外
国
船
舶
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
第
二
議
定
書
締
約
国
特
定
船

る
特
定
外
国
船
舶
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
第
二
議
定
書
締
約
国
特
定
船

舶
」
と
い
う
。
）
が
国
籍
を
有
す
る
国
の
法
令
で
定
め
る
無
機
酸
そ
の
他
の
大

舶
」
と
い
う
。
）
が
国
籍
を
有
す
る
国
の
法
令
で
定
め
る
無
機
酸
そ
の
他
の
大

気
の
汚
染
の
原
因
と
な
る
物
質
」
と
、
第
十
二
条
第
三
号
中
「
鉛
若
し
く
は
カ

気
の
汚
染
の
原
因
と
な
る
物
質
」
と
、
第
十
二
条
第
一
号
ハ
中
「
鉛
若
し
く
は

ド
ミ
ウ
ム
又
は
こ
れ
ら
の
化
合
物
（
電
池
そ
の
他
の
製
品
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら

カ
ド
ミ
ウ
ム
又
は
こ
れ
ら
の
化
合
物
（
電
池
そ
の
他
の
製
品
で
あ
っ
て
、
こ
れ

の
物
質
を
含
む
も
の
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
議
定
書
締
約
国
特

ら
の
物
質
を
含
む
も
の
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
議
定
書
締
約
国

定
船
舶
が
国
籍
を
有
す
る
国
の
法
令
で
定
め
る
重
金
属
」
と
す
る
。

特
定
船
舶
が
国
籍
を
有
す
る
国
の
法
令
で
定
め
る
重
金
属
」
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

別
表
第
三
（
第
四
条
の
二
関
係
）

別
表
第
三
（
第
七
条
関
係
）
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廃
棄
物

排
出
海

排
出
方
法
に
関
す
る
基
準

廃
棄
物

排
出
海

排
出
方
法
に
関
す
る
基
準

域
に
関

域
に
関

す
る
基

す
る
基

準

準

一

第
四
条
の
二
第
一
項
第

Ａ
海
域

イ

比
重
一
・
二
以
上
の
状
態
に

一

第
六
条
第
四
号
に
掲
げ

Ａ
海
域

次
号
上
欄
イ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
要
件

一
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物

し
て
排
出
す
る
こ
と
。

る
水
底
土
砂
の
う
ち
特
定

に
適
合
す
る
排
出
方
法
に
よ
り
排
出

ロ

粉
末
の
ま
ま
排
出
し
な
い
こ

水
底
土
砂
及
び
第
五
条
第

す
る
こ
と
。

と
。

二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
も

の
並
び
に
廃
棄
物
処
理
令

第
三
条
第
四
号
イ
（
３
）

に
掲
げ
る
廃
棄
物

二

廃
棄
物
処
理
令
第
三
条

Ｂ
海
域

集
中
式
排
出
方
法
（
イ
か
ら
ハ
ま
で

第
四
号
イ
（
１
）
及
び
（

に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
排
出
方

２
）
並
び
に
廃
棄
物
処
理

法
を
い
う
。
）
に
よ
り
排
出
す
る
こ

令
第
六
条
第
一
項
第
四
号

と
。

イ
（
１
）
に
掲
げ
る
廃
棄

イ

比
重
一
・
二
以
上
の
状
態
に
し

物
（
水
底
土
砂
及
び
次
号

て
排
出
す
る
こ
と
。

上
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
除

ロ

粉
末
の
ま
ま
で
排
出
し
な
い
こ

く
。
）

と
。

ハ

当
該
船
舶
の
航
行
中
に
排
出
し

な
い
こ
と
。

三

廃
棄
物
処
理
令
第
三
条

Ｃ
海
域

拡
散
式
排
出
方
法
（
イ
か
ら
ハ
ま
で
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第
四
号
イ
（
２
）
に
掲
げ

に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
排
出
方

る
廃
棄
物
の
う
ち
液
状
の

法
を
い
う
。
）
に
よ
り
排
出
す
る
こ

も
の
、
廃
棄
物
処
理
令
第

と
。

六
条
第
一
項
第
四
号
イ
（

イ

海
面
下
に
排
出
す
る
こ
と
。

１
）
に
掲
げ
る
汚
泥
の
う

ロ

当
該
船
舶
の
航
行
中
に
排
出
す

ち
有
機
性
の
も
の
及
び
水

る
こ
と
。

溶
性
の
も
の
、
同
号
イ
（

ハ

一
時
間
当
た
り
の
排
出
量
が
二

２
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に

千
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
よ

掲
げ
る
廃
棄
物
、
南
極
地

う
に
排
出
す
る
こ
と
。

域
の
環
境
の
保
護
に
関
す

る
法
律
（
平
成
九
年
法
律

第
六
十
一
号
）
第
十
六
条

第
四
号
に
規
定
す
る
汚
泥

並
び
に
指
定
水
底
土
砂
（

特
定
水
底
土
砂
並
び
に
第

五
条
第
二
項
第
四
号
及
び

第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）

四

第
六
条
第
一
号
に
掲
げ

Ｃ
海
域

第
二
号
下
欄
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
要

る
廃
棄
物

件
に
適
合
す
る
排
出
方
法
に
よ
り
排

出
す
る
こ
と
。

二

第
四
条
の
二
第
一
項
第

Ａ
海
域

当
該
船
舶
の
航
行
中
に
排
出
す
る

五

第
六
条
第
二
号
に
掲
げ

Ｃ
海
域

第
三
号
下
欄
ロ
に
掲
げ
る
要
件
に
適

二
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
の

こ
と
。

る
廃
棄
物
の
う
ち
植
物
性

合
す
る
排
出
方
法
に
よ
り
排
出
す
る
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う
ち
植
物
性
の
も
の

の
も
の

こ
と
。

三

第
四
条
の
二
第
一
項
第

Ｂ
海
域

排
出
方
法
は
、
限
定
し
な
い
。

六

第
六
条
第
二
号
に
掲
げ

Ｄ
海
域

排
出
方
法
は
、
限
定
し
な
い
。

二
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
の

る
廃
棄
物
の
う
ち
動
物
性

う
ち
動
物
性
の
も
の
（
次

の
も
の
（
次
号
上
欄
に
掲

号
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
を

げ
る
も
の
を
除
く
。
）

除
く
。
）

四

第
四
条
の
二
第
一
項
第

Ｃ
海
域

排
出
方
法
は
、
限
定
し
な
い
。

七

第
六
条
第
二
号
に
掲
げ

Ｅ
海
域

排
出
方
法
は
、
限
定
し
な
い
。

二
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
の

る
廃
棄
物
の
う
ち
動
物
性

う
ち
動
物
性
の
も
の
（
生

の
も
の
（
生
鮮
魚
及
び
そ

鮮
魚
及
び
そ
の
一
部
に
限

の
一
部
に
限
る
。
）
及
び

る
。
）
及
び
同
項
第
三
号

同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
廃

に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
う
ち

棄
物
の
う
ち
そ
の
水
質
が

そ
の
水
質
が
国
土
交
通
省

国
土
交
通
省
令
・
環
境
省

令
・
環
境
省
令
で
定
め
る

令
で
定
め
る
基
準
に
適
合

基
準
に
適
合
し
な
い
貨
物

し
な
い
貨
物
艙
の
洗
浄
水

艙
の
洗
浄
水

五

第
四
条
の
二
第
一
項
第

Ｄ
海
域

排
出
方
法
は
、
限
定
し
な
い
。

三
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
（

前
号
上
欄
に
掲
げ
る
貨
物

艙
の
洗
浄
水
を
除
く
。
）

八

水
底
土
砂
（
特
定
水
底

Ｆ
海
域

イ

水
底
土
砂
に
あ
っ
て
は
、
第
二

土
砂
、
指
定
水
底
土
砂
並

号
下
欄
ハ
に
掲
げ
る
排
出
方
法
に



- 21 -

び
に
第
五
条
第
二
項
第
四

よ
り
排
出
す
る
こ
と
。

号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る

ロ

第
六
条
第
三
号
に
掲
げ
る
廃
棄

も
の
を
除
く
。
）
及
び
第

物
に
あ
っ
て
は
、
排
出
方
法
は
、

六
条
第
三
号
に
掲
げ
る
廃

限
定
し
な
い
。

棄
物
（
前
号
上
欄
に
掲
げ

る
貨
物
艙
の
洗
浄
水
を
除

く
。
）

備
考

備
考

一

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
海
域
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
海
域
を
い
う
。

イ

次
号
イ
に
掲
げ
る
海
域
の
う
ち
北
緯
四
十
度
二
十
分
の
線
以
南
で
あ
り
、

か
つ
、
北
緯
四
十
度
の
線
以
北
で
あ
る
海
域

ロ

次
号
ロ
に
掲
げ
る
海
域
の
う
ち
東
経
百
四
十
三
度
の
線
以
東
で
あ
り
、
か

つ
、
東
経
百
四
十
三
度
二
十
分
の
線
以
西
で
あ
る
海
域

ハ

次
号
ハ
に
掲
げ
る
海
域
の
う
ち
東
経
百
三
十
四
度
四
十
分
の
線
以
東
で
あ

り
、
か
つ
、
東
経
百
三
十
五
度
の
線
以
西
で
あ
る
海
域

ニ

次
号
ニ
に
掲
げ
る
海
域

ホ

次
号
ヘ
に
掲
げ
る
海
域
の
う
ち
北
緯
四
十
一
度
三
十
五
分
の
線
以
南
で
あ

り
、
か
つ
、
北
緯
四
十
一
度
十
五
分
の
線
以
北
で
あ
る
海
域

二

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ｂ
海
域
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
海
域
を
い
う
。

イ

北
緯
四
十
二
度
東
経
百
四
十
七
度
の
点
、
北
緯
四
十
一
度
四
十
分
東
経
百

四
十
七
度
の
点
、
北
緯
四
十
度
五
十
五
分
東
経
百
四
十
五
度
三
十
分
の
点
、

北
緯
三
十
八
度
東
経
百
四
十
五
度
三
十
分
の
点
、
北
緯
三
十
八
度
東
経
百
四

十
五
度
の
点
、
北
緯
四
十
一
度
東
経
百
四
十
五
度
の
点
及
び
北
緯
四
十
二
度

東
経
百
四
十
七
度
の
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
つ
て
囲
ま
れ
た
海
域

ロ

北
緯
三
十
四
度
五
十
分
東
経
百
四
十
四
度
の
点
、
北
緯
三
十
四
度
二
十
分
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東
経
百
四
十
四
度
の
点
、
北
緯
三
十
二
度
東
経
百
四
十
一
度
の
点
、
北
緯
三

十
二
度
三
十
分
東
経
百
四
十
一
度
の
点
及
び
北
緯
三
十
四
度
五
十
分
東
経
百

四
十
四
度
の
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
つ
て
囲
ま
れ
た
海
域

ハ

北
緯
三
十
度
三
十
分
東
経
百
三
十
九
度
の
点
、
北
緯
三
十
度
五
分
東
経
百

三
十
九
度
の
点
、
北
緯
三
十
度
五
十
分
東
経
百
三
十
五
度
の
点
、
北
緯
二
十

九
度
五
分
東
経
百
三
十
二
度
の
点
、
北
緯
二
十
九
度
三
十
分
東
経
百
三
十
二

度
の
点
、
北
緯
三
十
一
度
十
五
分
東
経
百
三
十
五
度
の
点
及
び
北
緯
三
十
度

三
十
分
東
経
百
三
十
九
度
の
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
つ
て
囲
ま
れ
た
海
域

ニ

北
緯
二
十
四
度
二
十
分
の
線
、
東
経
百
二
十
八
度
二
十
分
の
線
、
北
緯
二

十
四
度
の
線
及
び
東
経
百
二
十
八
度
の
線
に
よ
つ
て
囲
ま
れ
た
海
域

ホ

北
緯
三
十
六
度
二
十
四
分
東
経
百
三
十
一
度
三
十
五
分
の
点
、
北
緯
三
十

六
度
八
分
東
経
百
三
十
一
度
二
十
一
分
の
点
、
北
緯
三
十
六
度
十
四
分
東
経

百
三
十
一
度
十
一
分
の
点
、
北
緯
三
十
六
度
三
十
分
東
経
百
三
十
一
度
二
十

五
分
の
点
及
び
北
緯
三
十
六
度
二
十
四
分
東
経
百
三
十
一
度
三
十
五
分
の
点

を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
つ
て
囲
ま
れ
た
海
域

ヘ

北
緯
四
十
三
度
三
十
分
東
経
百
三
十
八
度
三
十
五
分
の
点
、
北
緯
四
十
度

二
十
分
東
経
百
三
十
七
度
十
五
分
の
点
、
北
緯
四
十
度
二
十
分
東
経
百
三
十

六
度
五
十
三
分
の
点
、
北
緯
四
十
度
二
十
六
分
東
経
百
三
十
六
度
四
十
七
分

の
点
、
北
緯
四
十
三
度
三
十
分
東
経
百
三
十
八
度
五
分
の
点
及
び
北
緯
四
十

三
度
三
十
分
東
経
百
三
十
八
度
三
十
五
分
の
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
つ
て

囲
ま
れ
た
海
域

一

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
海
域
」
と
は
、
す
べ
て
の
国
の
領
海
の
基
線
か
ら
そ

三

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ｃ
海
域
」
と
は
、
す
べ
て
の
国
の
領
海
の
基
線
か
ら
そ

の
外
側
五
十
海
里
の
線
を
超
え
る
海
域
を
い
う
。
た
だ
し
、
同
表
第
一
号
及
び

の
外
側
五
十
海
里
の
線
を
超
え
る
海
域
を
い
う
。
た
だ
し
、
同
表
第
四
号
及
び

第
二
号
に
あ
つ
て
は
、
当
該
海
域
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
海
域
以
外
の
海
域
と
す

第
五
号
に
あ
つ
て
は
、
当
該
海
域
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
海
域
以
外
の
海
域
と
す

る
。

る
。

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）



- 23 -

二

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ｂ
海
域
」
と
は
、
す
べ
て
の
国
の
領
海
の
基
線
か
ら
そ

四

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ｄ
海
域
」
と
は
、
す
べ
て
の
国
の
領
海
の
基
線
か
ら
そ

の
外
側
十
二
海
里
以
遠
の
海
域
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
海
域
以
外
の
海
域
を
い
う

の
外
側
十
二
海
里
以
遠
の
海
域
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
海
域
以
外
の
海
域
を
い
う

。

。

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

第
四
号
の
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
海
域

ニ

第
六
号
の
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
海
域

三

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ｃ
海
域
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
海
域
以
外
の
海
域
を
い

五

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ｅ
海
域
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
海
域
以
外
の
海
域
を
い

う
。

う
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

四

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ｄ
海
域
」
と
は
、
す
べ
て
の
海
域
（
本
邦
の
領
海
の
基

六

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ｆ
海
域
」
と
は
、
す
べ
て
の
海
域
（
本
邦
の
領
海
の
基

線
か
ら
そ
の
外
側
五
十
海
里
の
線
を
超
え
な
い
海
域
の
う
ち
水
産
動
植
物
の
生

線
か
ら
そ
の
外
側
五
十
海
里
の
線
を
超
え
な
い
海
域
の
う
ち
水
産
動
植
物
の
生

育
環
境
そ
の
他
の
海
洋
環
境
の
保
全
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
て
環
境
大
臣
が
指

育
環
境
そ
の
他
の
海
洋
環
境
の
保
全
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
て
環
境
大
臣
が
指

定
す
る
海
域
を
除
く
。
）
を
い
う
。

定
す
る
海
域
を
除
く
。
）
を
い
う
。

別
表
第
四
（
第
十
三
条
関
係
）

油
等

焼
却
海

焼
却
方
法
に
関
す
る
基
準

域
に
関

す
る
基

準

一

廃
駆
除
剤
（
廃
棄
物
処

Ｃ
海
域

イ

焼
却
設
備
の
排
出
口
か
ら
火
炎

理
令
第
三
条
第
四
号
イ
（

及
び

環
境
省
令
で
定
め
る
基
準

２
）
（
ハ
）
に
規
定
す
る

に
適
合
し
な
い
黒
煙
を
出
さ
な
い

廃
駆
除
剤
を
い
う
。
以
下

焼
却
方
法
に
よ
り
焼
却
す
る
こ
と

同
じ
。
）
の
う
ち
鉛
、
ひ

。

素
、
銅
、
亜
鉛
、
ベ
リ
リ

ロ

焼
却
中
の
燃
焼
効
率
、
火
炎
温



- 24 -

ウ
ム
、
ク
ロ
ム
、
ニ
ッ
ケ

度
及
び
主
要
な
燃
焼
室
内
に
お
け

ル
若
し
く
は
バ
ナ
ジ
ウ
ム

る
燃
焼
ガ
ス
の
平
均
滞
留
時
間
が

又
は
こ
れ
ら
の
化
合
物
を

環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合

含
む
も
の

す
る
焼
却
方
法
に
よ
り
焼
却
す
る

こ
と
。

ハ

焼
却
に
伴
つ
て
生
ず
る
排
出
ガ

ス
中
に
含
ま
れ
る
ば
い
じ
ん
の
量

が
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適

合
す
る
焼
却
方
法
に
よ
り
焼
却
す

る
こ
と
。

一
の
二

南
極
地
域
の
環
境

Ｃ
海
域

前
号
下
欄
に
掲
げ
る
焼
却
方
法
に
よ

の
保
護
に
関
す
る
法
律
施

（
南
極

り
焼
却
す
る
こ
と
。

行
令
（
平
成
九
年
政
令
第

海
域
を

二
百
四
十
四
号
）
第
二
条

除
く
。

第
三
号
に
規
定
す
る
駆
除

）

剤
の
う
ち
鉛
、
ひ
素
、
銅

、
亜
鉛
、
ベ
リ
リ
ウ
ム
、

ク
ロ
ム
、
ニ
ッ
ケ
ル
若
し

く
は
バ
ナ
ジ
ウ
ム
又
は
こ

れ
ら
の
化
合
物
を
含
む
も

の
で
あ
つ
て
南
極
地
域
の

環
境
の
保
護
に
関
す
る
法

律
第
三
条
第
十
二
号
に
規

定
す
る
廃
棄
物
（
以
下
「

南
極
廃
棄
物
」
と
い
う
。
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）
で
あ
る
も
の

二

第
一
号
上
欄
に
掲
げ
る

Ｃ
海
域

イ

第
一
号
下
欄
イ
に
掲
げ
る
焼
却

廃
駆
除
剤
以
外
の
廃
駆
除

方
法
に
よ
り
焼
却
す
る
こ
と
。

剤
、
廃
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ

ロ

焼
却
中
の
燃
焼
効
率
、
火
炎
温

ョ
ナ
ー
、
廃
テ
レ
ビ
ジ
ョ

度
及
び
主
要
な
燃
焼
室
内
に
お
け

ン
受
信
機
又
は
廃
電
子
レ

る
燃
焼
ガ
ス
の
平
均
滞
留
時
間
が

ン
ジ
に
含
ま
れ
る
ポ
リ
塩

環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合

化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
使
用
す

す
る
焼
却
方
法
に
よ
り
焼
却
す
る

る
部
品
（
次
号
上
欄
に
掲

こ
と
。

げ
る
も
の
を
除
く
。
）
並

び
に
環
境
省
令
で
定
め
る

基
準
に
適
合
し
な
い
有
機

塩
素
化
合
物
を
含
む
廃
油

（
法
第
三
条
第
十
三
号
に

規
定
す
る
廃
油
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
及
び
環
境

省
令
で
定
め
る
基
準
に
適

合
し
な
い
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ

チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ

エ
チ
レ
ン
、
ジ
ク
ロ
ロ
メ

タ
ン
、
四
塩
化
炭
素
、
一

・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

、
一
・
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ

チ
レ
ン
、
シ
ス
―
一
・
二

―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
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一
・
一
・
一
―
ト
リ
ク
ロ

ロ
エ
タ
ン
、
一
・
一
・
二

―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、

一
・
三
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ

ペ
ン
、
テ
ト
ラ
メ
チ
ル
チ

ウ
ラ
ム
ジ
ス
ル
フ
ィ
ド
（

別
名
チ
ウ
ラ
ム
）
、
二
―

ク
ロ
ロ
―
四
・
六
―
ビ
ス

（
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
―
ｓ

―
ト
リ
ア
ジ
ン
（
別
名
シ

マ
ジ
ン
）
、
Ｓ
―
四
―
ク

ロ
ロ
ベ
ン
ジ
ル
＝
Ｎ
・
Ｎ

―
ジ
エ
チ
ル
チ
オ
カ
ル
バ

マ
ー
ト
（
別
名
チ
オ
ベ
ン

カ
ル
ブ
）
又
は
ベ
ン
ゼ
ン

を
含
む
廃
油

二
の
二

南
極
地
域
の
環
境

Ｃ
海
域

イ

第
一
号
下
欄
イ
に
掲
げ
る
焼
却

の
保
護
に
関
す
る
法
律
施

（
南
極

方
法
に
よ
り
焼
却
す
る
こ
と
。

行
令
第
二
条
第
三
号
に
規

海
域
を

ロ

前
号
下
欄
ロ
に
掲
げ
る
焼
却
方

定
す
る
駆
除
剤
（
第
一
号

除
く
。

法
に
よ
り
焼
却
す
る
こ
と
。

の
二
上
欄
に
掲
げ
る
も
の

）

を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
南

極
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
及

び
廃
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ

ナ
ー
、
廃
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
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受
信
機
又
は
廃
電
子
レ
ン

ジ
に
含
ま
れ
る
ポ
リ
塩
化

ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
使
用
す
る

部
品
（
南
極
廃
棄
物
で
あ

る
も
の
に
限
る
。
）

三

廃
油
の
う
ち
鉛
、
ひ
素

Ｃ
海
域

イ

第
一
号
下
欄
イ
に
掲
げ
る
焼
却

、
銅
、
亜
鉛
、
ベ
リ
リ
ウ

方
法
に
よ
り
焼
却
す
る
こ
と
。

ム
、
ク
ロ
ム
、
ニ
ッ
ケ
ル

ロ

第
一
号
下
欄
ハ
に
掲
げ
る
焼
却

、
バ
ナ
ジ
ウ
ム
若
し
く
は

方
法
に
よ
り
焼
却
す
る
こ
と
。

セ
レ
ン
若
し
く
は
こ
れ
ら

の
化
合
物
又
は
六
価
ク
ロ

ム
化
合
物
を
含
む
も
の
（

環
境
省
令
で
定
め
る
基
準

に
適
合
し
な
い
も
の
に
限

る
。
）

四

廃
油
の
う
ち
ふ
つ
化
物

Ｃ
海
域

第
一
号
下
欄
イ
に
掲
げ
る
焼
却
方
法

を
含
む
も
の
（
環
境
省
令

に
よ
り
焼
却
す
る
こ
と
。

で
定
め
る
基
準
に
適
合
し

な
い
も
の
に
限
る
。
）
及

び
有
機
け
い
素
化
合
物
で

あ
る
廃
油

五

前
各
号
上
欄
に
掲
げ
る

Ｇ
海
域

第
一
号
下
欄
イ
に
掲
げ
る
焼
却
方
法

油
等
以
外
の
油
、
有
害
液

に
よ
り
焼
却
す
る
こ
と
。
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体
物
質
等
及
び
廃
棄
物
（

次
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の

上
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）

五
の
二

南
極
廃
棄
物
（
第

Ｇ
海
域

第
一
号
下
欄
イ
に
掲
げ
る
焼
却
方
法

一
号
の
二
及
び
第
二
号
の

（
南
極

に
よ
り
焼
却
す
る
こ
と
。

二
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の

海
域
を

を
除
く
。
）

除
く
。

）

六

第
一
号
か
ら
第
四
号
ま

Ｇ
海
域

第
一
号
下
欄
イ
に
掲
げ
る
焼
却
方
法

で
の
上
欄
に
掲
げ
る
油
等

に
よ
り
焼
却
す
る
こ
と
。

以
外
の
廃
棄
物
（
次
号
及

び
第
八
号
の
上
欄
に
掲
げ

特
定
沿

イ

第
一
号
下
欄
イ
に
掲
げ
る
焼
却

る
も
の
を
除
く
。
）
の
う

岸
海
域

方
法
に
よ
り
焼
却
す
る
こ
と
。

ち
環
境
大
臣
が
指
定
す
る

の
う
ち

ロ

焼
却
に
伴
つ
て
生
ず
る
排
出
ガ

も
の

環
境
大

ス
が
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に

臣
が
指

適
合
す
る
焼
却
方
法
に
よ
り
焼
却

定
す
る

す
る
こ
と

海
域

七

第
十
二
条
の
環
境
大
臣

Ｈ
海
域

第
一
号
下
欄
イ
に
掲
げ
る
焼
却
方
法

が
指
定
す
る
廃
棄
物

の
う
ち

に
よ
り
焼
却
す
る
こ
と
。

環
境
大

臣
が
指
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定
す
る

海
域

八

第
一
号
か
ら
第
四
号
ま

Ｈ
海
域

第
一
号
下
欄
イ
に
掲
げ
る
焼
却
方
法

で
の
上
欄
に
掲
げ
る
油
等

に
よ
り
焼
却
す
る
こ
と
。

以
外
の
油
、
有
害
液
体
物

質
等
及
び
廃
棄
物
（
前
号

上
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）
の
う
ち
環
境
大
臣

が
指
定
す
る
も
の

備
考

一

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ｃ
海
域
」
と
は
、
別
表
第
三
備
考
第
三
号
本
文
に
規
定

す
る
Ｃ
海
域
を
い
う
。

二

こ
の
表
に
お
い
て
「
南
極
海
域
」
と
は
、
別
表
第
一
の
五
に
掲
げ
る
南
極
海

域
を
い
う
。

三

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ｇ
海
域
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
海
域
以
外
の
海
域
を
い

う
。

イ

特
定
沿
岸
海
域

ロ

第
五
号
の
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
海
域

四

こ
の
表
に
お
い
て
「
特
定
沿
岸
海
域
」
と
は
、
別
表
第
二
備
考
第
二
号
に
規

定
す
る
特
定
沿
岸
海
域
を
い
う
。

五

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ｈ
海
域
」
と
は
、
す
べ
て
の
海
域
（
本
邦
の
領
海
の
基

線
か
ら
そ
の
外
側
五
十
海
里
の
線
を
超
え
な
い
海
域
の
う
ち
、
沿
岸
の
陸
域
に

お
け
る
生
活
環
境
に
支
障
が
あ
る
場
所
、
水
産
動
植
物
の
生
育
に
支
障
が
あ
る

場
所
又
は
輸
送
活
動
、
漁
ろ
う
活
動
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
そ
の
他
の
海
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洋
に
お
け
る
活
動
に
係
る
環
境
の
保
全
に
支
障
が
あ
る
場
所
と
認
め
て
環
境
大

臣
が
指
定
す
る
海
域
を
除
く
。
）
を
い
う
。
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○

排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
適
用
関
係
の
整
理
に
関
す
る
政
令
（
平
成
八
年
政
令
第
二
百
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
適
用
関
係
）

（
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
適
用
関
係
）

第
三
条

特
定
外
国
船
舶
か
ら
の
廃
棄
物
の
排
出
に
つ
い
て
の
法
第
十
条
第
二
項

第
三
条

特
定
外
国
船
舶
か
ら
の
廃
棄
物
の
排
出
に
つ
い
て
の
法
第
十
条
第
二
項

第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
廃
棄
物
は
、
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に

第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
海
洋
に
お
い
て
処
分
す
る
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
廃

関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
。
以
下
「
令
」
と
い

棄
物
は
、
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和

う
。
）
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
輸
送
活
動
、
漁
ろ
う
活

四
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
規
定
に
か

動
そ
の
他
の
船
舶
の
通
常
の
活
動
に
伴
い
生
ず
る
廃
棄
物
（
船
舶
の
通
常
の
活

か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
廃
棄
物
と
す
る
。

動
に
伴
い
生
じ
た
油
、
有
害
液
体
物
質
等
又
は
廃
棄
物
（
以
下
「
油
等
」
と
い

う
。
）
以
外
の
油
等
を
焼
却
し
た
も
の
、
水
底
土
砂
及
び
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

を
除
く
。
）

と
す
る
。

一

輸
送
活
動
、
漁
ろ
う
活
動
そ
の
他
の
船
舶
の
通
常
の
活
動
に
伴
い
生
ず
る

廃
棄
物
（
船
舶
の
通
常
の
活
動
に
伴
い
生
じ
た
油
、
有
害
液
体
物
質
等
又
は

廃
棄
物
（
以
下
「
油
等
」
と
い
う
。
）
以
外
の
油
等
を
焼
却
し
た
も
の
、
水

底
土
砂
及
び
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
を
除
く
。
）

二

令
第
六
条
第
四
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物

２

特
定
外
国
船
舶
か
ら
の
前
項
に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
排
出
に
つ
い
て
の
法
第
十

２

特
定
外
国
船
舶
か
ら
の
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
排
出
に
つ
い
て
の

条
第
二
項
第
三
号
の
排
出
海
域
及
び
排
出
方
法
に
関
し
政
令
で
定
め
る
基
準
は

法
第
十
条
第
二
項
第
四
号
の
排
出
海
域
及
び
排
出
方
法
に
関
し
政
令
で
定
め
る

、
令
第
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

基
準
は
、
令
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

廃
棄
物
の
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
及
び
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り

る
廃
棄
物
の
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
及
び
下
欄
に
掲
げ
る
と
お

と
す
る
。

り
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

３

特
定
外
国
船
舶
か
ら
の
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
排
出
に
つ
い
て
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の
法
第
十
条
第
二
項
第
四
号
の
排
出
方
法
及
び
排
出
海
域
に
関
し
政
令
で
定
め

る
基
準
は
、
令
第
七
条
第
一
項
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。
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○

国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
海
事
局
の
所
掌
事
務
）

（
海
事
局
の
所
掌
事
務
）

第
十
三
条

海
事
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
十
三
条

海
事
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
海
洋

八

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
要
焼

汚
染
防
止
設
備
等
、
海
洋
汚
染
防
止
緊
急
措
置
手
引
書
等
及
び
大
気
汚
染
防

却
確
認
廃
棄
物
焼
却
設
備
、
海
洋
汚
染
防
止
設
備
等
、
海
洋
汚
染
防
止
緊
急

止
検
査
対
象
設
備
に
関
す
る
こ
と
。

措
置
手
引
書
等
及
び
大
気
汚
染
防
止
検
査
対
象
設
備
に
関
す
る
こ
と
。

九
～
十
七

（
略
）

九
～
十
七

（
略
）

（
安
全
基
準
課
の
所
掌
事
務
）

（
安
全
基
準
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
四
十
九
条

安
全
基
準
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
百
四
十
九
条

安
全
基
準
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
海
洋

四

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
要
焼

汚
染
防
止
設
備
等
、
海
洋
汚
染
防
止
緊
急
措
置
手
引
書
等
及
び
大
気
汚
染
防

却
確
認
廃
棄
物
焼
却
設
備
、
海
洋
汚
染
防
止
設
備
等
、
海
洋
汚
染
防
止
緊
急

止
検
査
対
象
設
備
の
基
準
の
設
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
設
備
等
に
関
す
る
検
査

措
置
手
引
書
等
及
び
大
気
汚
染
防
止
検
査
対
象
設
備
の
基
準
の
設
定
並
び
に

制
度
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

こ
れ
ら
の
設
備
等
に
関
す
る
検
査
制
度
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）

（
検
査
測
度
課
の
所
掌
事
務
）

（
検
査
測
度
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
五
十
条

検
査
測
度
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
百
五
十
条

検
査
測
度
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
海
洋

二

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
要
焼
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汚
染
防
止
設
備
等
、
海
洋
汚
染
防
止
緊
急
措
置
手
引
書
等
及
び
大
気
汚
染
防

却
確
認
廃
棄
物
焼
却
設
備
、
海
洋
汚
染
防
止
設
備
等
、
海
洋
汚
染
防
止
緊
急

止
検
査
対
象
設
備
に
関
す
る
こ
と
（
安
全
基
準
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

措
置
手
引
書
等
及
び
大
気
汚
染
防
止
検
査
対
象
設
備
に
関
す
る
こ
と
（
安
全

除
く
。
）
。

基
準
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
～
六

（
略
）

三
～
六

（
略
）


